
■「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
・ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス（以下「対象インデックス」）とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総
額、流動性等によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、① 収益性スコア②設備投資スコア③人材投資スコアの３点を総合的に勘案し、200銘柄を
選定・算出される株価指数です。ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスは、三菱ＵＦＪ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウ
ハウとSTOXXリミテッド（以下「ＳＴＯＸＸ社」）が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2008年12月22日の時価総額を100
として、ＳＴＯＸＸ社が算出・公表しています。ＳＴＯＸＸ社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、金
融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、ライセンシーと一切の関係を有していません。ＳＴＯＸＸ社、ドイツ
取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、金融商品又はその運用成果に関連して、何ら保証するものでは
なく、かつ（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありませんし、対象インデックス又はそのデータに関するエラー、遺漏又は中断について、何ら
保証するものではなく、かつ一切の責任を負いません。

■基準価額および純資産総額の推移
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・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・対象指数は、ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスです。

詳しくは、後記の「「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等に
ついて」をご覧ください。

・対象指数は、設定日を18,257として指数化しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（1口当たり） 49,320円

　前月末比 +1,144円

純資産総額 43.25億円

■分配金実績（1口当たり、税引前）

決算期 決算日 分配金

第19期 2026/01/16 346円

第18期 2025/07/16 384円

第17期 2025/01/16 339円

第16期 2024/07/16 557円

第15期 2024/01/16 292円

第14期 2023/07/16 322円

　設定来累計 5,119円

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

■騰落率

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来

ファンド 2.4% 2.5% 16.7% 20.4% 61.9% 170.1%

対象指数 3.0% 3.0% 16.5% 20.2% 61.8% 169.3%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

・設定来のファンドの騰落率は、設定日を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合でも、分配金（税引前）は考慮していません。

■資産構成

比率

実質国内株式 100.0%

内　現物 98.3%

内　先物 1.7%

コールローン他 0.0%

■組入上位10業種

業種 比率

1 電気機器 21.1%

2 機械 10.1%

3 情報・通信業 9.1%

4 卸売業 7.6%

5 化学 7.0%

6 輸送用機器 5.7%

7 医薬品 5.4%

8 小売業 4.4%

9 建設業 4.2%

10 サービス業 4.0%

■組入上位10銘柄

銘柄 業種 比率

1 東京エレクトロン 電気機器 2.4%

2 アドバンテスト 電気機器 2.3%

3 丸紅 卸売業 2.2%

4 トヨタ自動車 輸送用機器 2.1%

5 日立製作所 電気機器 2.1%

6 三菱重工業 機械 2.1%

7 信越化学工業 化学 2.1%

8 三井物産 卸売業 2.1%

9 ＨＯＹＡ 精密機器 2.1%

10 ファーストリテイリング 小売業 2.0%

組入銘柄数: 198銘柄

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるた
め、マイナスとなる場合があります。・業種は、東証33業種で分類しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信

〈愛称：前向き日本〉

ご購入（追加設定）の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの目的・特色

投資リスク

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「ＭＡＸＩＳ」専用サイト
https://maxis.am.mufg.jp/

当ファンドはｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスに採用されている銘柄を主要投資対象としますが、「サステナブル・ファンド」
ではありません。サステナブル・ファンドとは、ファンドの投資判断プロセスにおいてＥＳＧ要素を主要とし、環境や社会の課題解決・改善に寄与する
企業等への投資を行い、お客さまの資産形成および持続可能な社会の実現に貢献するファンドとして、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが定めたファ
ンドをいいます。サステナブル・ファンドへの認定および除外は今後見直す場合があります。
詳細については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）
＊ＥＳＧとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を取ったものです。

■ファンドの目的
対象指数（ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス）の値動きに連動する投資成果をめざします。

■ファンドの特色
投資方針 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスに連動する成果をめざして運用を行います。
・ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対する投資として
運用することを目的とし、ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの変動率に一致さ
せるよう運用を行います。

■上場投信の仕組み
・ファンドの受益権は、金融商品取引所（東京証券取引所）で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。
・金融商品取引所における買付けのほか、株式による取得申込み（追加設定）を行うことができます。
・一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する信託財産中の株式と交換することができます。

■分配方針
・年2回の決算時（1・7月の各16日）に分配を行います。
・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあり
ません。

■基準価額・市場価格の変動要因（以下、両者を合わせて「基準価額等」と言う場合があります。）
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けます。また、ファンドの市場価格は基準価額の変
動以外に市場要因等の影響を受けます。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額等の下落により損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額等の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動
リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響
を受け組入株式の価格の下落は基準価額等の下落要因となります。

信用
リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなるこ
と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格
での取引となる可能性があります。

■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間ととも
に変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。

・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
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追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信

〈愛称：前向き日本〉

ご購入（追加設定）の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

■お申込みメモ

取得単位等
(*)

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」とい

います。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

（申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。）

申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額をかけた額に満たない場合は、その差額に相当する金額について

金銭を充当するものとします。また、申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取

得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有

価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する

金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。

取得価額
(*) 取得申込受付日の基準価額

※基準価額は1口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

払込期日
(*) 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお引渡しください。

交換単位等
(*)

委託会社が定める一定口数

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得する

ことができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」

といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分につ

いて、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換価額
(*) 交換申込受付日の基準価額

交換有価証券の交付
(*)

原則として、交換申込受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座

に交換申込みを行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業

所等において行われます。

申込不可日
(*)

取得・交換申込受付日が次のいずれかに該当する場合は、取得・交換はできません。

＜取得＞

1．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内

2．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内

3．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数

 　変更日の前営業日

4．決算日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の4営業日前から起算し

　 て4営業日以内）

5．ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前5営業日間

6．委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情がある

 　と認めたとき

＜交換＞

1．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日

2．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内

3．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新

　 規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間

4．決算日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の4営業日前から起算し

 　て4営業日以内）

5．ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前5営業日間

6．委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情がある

　 と認めたとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される

期日および期間におけるお申込みについては受付けることができます。

申込締切時間
(*) 原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

なお、販売会社によっては異なる場合があります。

(*)の項目は、取得申込・交換請求されるお客さま向けです。
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追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信

〈愛称：前向き日本〉

ご購入（追加設定）の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

■お申込みメモ

取得・交換制限
(*) 委託会社は、発行会社等による大口の取得・交換のお申込みに対し、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ

があると判断した場合には、制限を設けることがあります。

取得・交換申込受付

の中止及び取消し
(*)

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障を

きたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得・交換のお申込みの受付を中止すること、およ

びすでに受付けた取得・交換のお申込みの受付を取消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応

じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

買取り
(*)

販売会社は、次に該当する場合には受益権を買取ります。ただし、2．の場合は、償還日の2営業日前までとします。

1．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

なお、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると

きは、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取消すことがあります。

信託期間 無期限（2016年6月27日設定、2016年6月29日上場）

繰上償還

受益権の口数が2.5万口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数

の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決

された場合は、原則として、ファンドを償還させます。

決算日 毎年1・7月の16日

収益分配

年2回の決算時に分配を行います。

収益分配金は、原則として、毎決算後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者（決算日において受益者名簿

に名義登録されている受益者）があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振込む方式等により支払われます。

課税関係

課税上は、特定株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の分配金ならびに売却時および交

換時の譲渡益に対して課税されます。特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税

制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱

いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。ＮＩＳＡの概要等については、投資信託説明書（交付目論

見書）をご覧ください。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

証券コード 1485

ISIN JP3048280006

上場市場 東京証券取引所

取引所における

売買単位
1口単位

(*)の項目は、取得申込・交換請求されるお客さま向けです。
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追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信

〈愛称：前向き日本〉

ご購入（追加設定）の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

手続・手数料等

●本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付

目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は
信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・

状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すも
のではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関で

ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

＜取得申込・交換請求されるお客さま＞

取得時手数料
販売会社が定める額

（取得される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。

交換（買取り）時

手数料

販売会社が定める額

（交換（買取り）される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

＜取引所を通してお取引されるお客さま＞

売買委託手数料

取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委 託手 数料 がか

かり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができ

ません。)

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

運用管理費用（信託報酬）の総額は、以下の通りです。

日々の純資産総額に対して、年率0.242％（税抜 年率0.22％）以内をかけた額

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と受託会社

が受け取ります。この場合、ファンドの品貸料の55％（税抜 50％）以内の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されま

す。

くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

その他の費用・

手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海

外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担しま

す。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額に対して0.00825％（税抜　0.0075％））、年間上場料（毎年末の純

 資産総額に対して最大0.00825％（税抜　0.0075％）））

・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に年率0.05％（上限）をかけた額）

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は、日々計上され、ファンドの基準価

   額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用（手数料等）については、取得・約定金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

＜取得申込・交換請求されるお客さま＞

※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（発行会社等）である場合には、取得申込みに係る有価証券

   のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合、当該発

   行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。

※配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込みを行う場合、配当落ち銘柄等の株式を信託財産に

   おいて取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。
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